
料金の適正化など中長期的な視点
に立った経営規律の向上

資料３

令和２年７月14日

総務省自治財政局公営企業課



投資・財政計画の策定

その他の経営基盤強化
の取組（ＩＣＴ活用等）

○ 料金、企業債、一般

会計繰出金等の水準

の見直し 等

財源試算

 経営基盤強化と財政マネジメントの向上のツール
 経営健全化に向けた議論の契機とするため住民・議会に対して「公開」

経営戦略 [イメージ]

組織,人材,定員,
給与の適正化

（計画期間は基本１０年以上）

○各公営企業が、将来にわたって安定的に事業
を継続していくための中長期的な経営の基本
計画である「経営戦略」の策定を要請。
（平成26年8月29日付け公営企業三課室長通知）

○令和２年度までに策定率100％とすることを要請。
（平成28年1月26日付け公営企業三課室長通知）

○「経営戦略策定ガイドラインの策定・公表
（平成28年1月策定・公表、平成29年3月改訂）

⇒ 平成31年3月に「経営戦略策定ガイドライン」を再改訂
し、事業ごとの具体的な策定・改定実務の手引書となる

「経営戦略策定・改定マニュアル」を作成。

・ 「経営戦略」の策定後も、毎年度、進捗管理や計画

実績との乖離検証を行い、３年～５年毎の改定が必要。

・ 収支均衡を図るため、ストックマネジメント、公営企業

会計の導入、料金水準の適正化の議論などを反映し、

質の向上を図るよう要請。

○令和２年度までに９５.３％が策定予定。
（平成31年3月31日時点の策定率は57.4％。 ）

経営戦略の策定・改定の推進

○ 長期の人口減少推計を
踏まえた将来の需要予測
等に基づく合理的な投資額
の設定

○ 長寿命化等による平準化
等

投資試算

毎年度、進捗管理

計画と実績の乖離の
検証

 ３～５年ごとの見直し

PDCAサイクル

公営企業の「経営戦略」の策定・改定の推進について

策定状況

（毎年度、策定状況を調査・公表）

○ 策定・改定に要する経費に対する特別交付税措置

（令和２年度まで）

○ 経営戦略の策定を要件としている地方財政措置

・水道事業の高料金対策、水道管路耐震化事業

・下水道事業の高資本費対策

財政措置等

ガイドライン等の改訂内容

収支ギャップが生じた場合には

その解消を図る

反映

中長期（30年程度以上）
を見通した

アセット（ストック）マネジメント

資産管理

反映

中長期（３０～５０年）

計
画
期
間
内
の

収
支
均
衡

・広域化等
・指定管理者制度、包括的民間委託
・ＰＰＰ／ＰＦＩ等 等
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「経営戦略策定支援等に関する調査研究会」報告書概要（平成31年３月）

○ 経営戦略の質の向上が必要である
→必要な事項、趣旨、策定手順を理解しやすい形で示すべき

（経営戦略の質の向上とは、例えばストックマネジメント等の充実による中長期の
収支見通し等の精緻化が図られること など）

○ 経営戦略の必要性やその役割の理解が不足している
→地方公共団体の長や公営企業管理者などにも必要性を周知徹底させるべき

○ 経営戦略の策定に必要な知見が不足している
→知見をもった職員の確保・育成や外部人材の積極活用なども検討すべき
→都道府県がより具体的かつ積極的に市町村等の取組支援を行うべき

○ 経営戦略と他の経営改革の取組等との関係性が分かりにくい
→他の事業計画等との関係性を整理して分かりやすく示すべき

○ 経営戦略は、各公営企業が将来にわたって安定的に事業を継続するための中長期的な経営の基本計画

○ 平成30年3月末時点では策定率が47.9%であり、総務省が示した策定要請期限の令和2年度までに95.0%が策定予定

○ 策定済み事業のうち、約６割が令和3年度にかけて、見直しを予定

経営戦略策定の現状

○ 経営戦略を策定後も進捗管理や計画と実績との乖離検証、定期的な
見直しによるＰＤＣＡサイクルの確立を通じて、計画的経営を実現すると
ともに、将来にわたって安定的に質の高いサービスの提供体制を確保
していくことが、地方公共団体・公営企業に求められる大きな責務

経営戦略を活用した経営改革

Plan

（戦略策定・
改定）

Do

（取組の実
施）

Check

（検証）

Action

（再検討）

PDCAサイクル

経営戦略策定・改定に係る課題とその対応

○ ｢経営戦略策定・改定ガイドライン｣及び
｢経営戦略策定・改定マニュアル｣の作成

○ 策定に係る人的支援措置の充実
（都道府県の参画のもと策定実務講習会の

継続実施等）

○ 経営戦略策定に要する経費に対する
地財措置の延長等
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水道法は、昭和三二年六月一五日法律第一七七号をもつて、公布され、これが施

行に必要な、水道法の施行期日を定める政令(昭和三二年政令第三三五号)及び水

道法施行令(昭和三二年政令第三三六号)並びに水道法施行規則(昭和三二年厚生

省令第四五号)もそれぞれ公布されて、一二月一四日から施行されることとなつた。

水道条例は、明治二三年以来六○余年の長い間水道布設の基本法として極めて効

果的な役割を果してきたが、制定当時に比して格段の進歩を示し、複雑多岐にわたり

発達を見るに至つた今日の水道を規制するには、法制上幾多の不備欠陥が認めら

れるに至つたので、このたび、水道条例を廃止して、水道法の制定が行われるに至

つたのである。

この法律は、水道条例において対象としていた水道事業のほか、水道事業にその

用水を供給する水道用水供給事業及び自家用水道等の専用水道をも新たに規制の

対象とすることとし、規制の内容も、事業に対する規制のほか、水道の布設及び衛生

管理の規制等、広く水道の布設及び管理を適正かつ合理的ならしめるとともに水道

事業を保護育成することによつて、清浄で豊富低廉な水の供給を図り、もつて公衆衛

生の向上と生活環境の改善に寄与せんとするものである。それが施行に当つては、

次の各事項に充分御留意のうえ、所期の目的達成のために遺憾のないようにつとめ

られたく、命によつて通知する。

第一 一般的事項 （略）

第二 事業に関する事項

一～六 （略）

七 法第一四条第二項の地方公共団体の料金の変更の届出書及び同条第三項の

供給条件の変更の認可申請書には、別紙様式第一による計算書を添附せしめ、水

道事業の経営の能率化による低廉な料金を確保するよう指導せられたいこと。

以下 （略）

「水道法の施行について」（昭和32年12月27日 厚生事務次官通達）（抄）

水道事業における水道料金変更届出に係る算出根拠様式
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水道事業における水道料金変更届出に係る算出根拠様式
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事業報告書の様式（地方公営企業法施行規則）

＜地方公営企業法施行規則＞
第四十八条 法第三十条第九項に規定する決算報告書、損益計算
書、剰余金計算書又は欠損金計算書、剰余金処分計算書又は欠
損金処理計算書及び貸借対照表並びに同条第一項に規定する事
業報告書の様式は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定
める様式に準ずるものとする。

一 決算報告書 別記第九号様式
二 損益計算書 別記第十号様式
三 剰余金計算書又は欠損金計算書 別記第十一号様式
四 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書 別記第十二号様式
五 貸借対照表 別記第十三号様式
六 事業報告書 別記第十四号様式
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事業報告書の様式（地方公営企業法施行規則）

事業報告書での記載例

１ 概 況

（１）総括事項

水道の安全で安定した供給を継続するため、水道事業中期経営計画に基づき、管路及び施設の耐震化をはじめ、施設の機能
強化を図りました。
経営面では、有収水量は、給水人口減少の影響などにより家庭用が●万㎥（●％）、需要の低迷により商業用が●万㎥

（●％）それぞれ減少したものの、大口需要家の需要増により工業用が●万㎥（●％）増加したことから、全体では、前年度に
比べ●万㎥（●％）の減少にとどまりました。

収入は、有収水量の減少により、給水収益は●万円（●％）減少しました。支出では、遊休土地の売却に伴い固定資産売
却損●万円を計上したほか、管路更新などに伴う固定資産除却費が●万円（●％）増加しました。一方で、企業債利息の新規
借入抑制により支払利息が●万円（●％）減少したことなどから、当年度純利益は●円減の●円となりました。

建設工事のうち、管路整備では災害時の断減水リスクを最小限に抑えるため、大口径の基幹管路の更新を優先的に実施し、管
路の耐震化を図りました。施設整備では、▲▲配水池を需要の減少に伴い低地に移設することでポンプ設備のダウンサイジングも併
せて行うなど、施設の効率化及び将来の更新需要の抑制を図りました。

今後も、給水人口の減少や節水型機器の普及などにより、有収水量の増加が見込めない一方、老朽化している施設や管路の
更新、耐震化による資本費の増加が見込まれ、一層厳しい経営状況が予測されます。このような状況の中、今後も平成●年度に
改定した中期経営計画に基づき、施設の長寿命化を図るとともに人口減少に対応した施設能力や管路口径のダウンサイジングを
実施するなど、将来の更新需要を抑制し効率的で機動的な事業運営に取り組んでまいります。

6



経常収支比率、累積欠損金比率、流動比率

共 通

経営の健全性・効率性：企業債残高対給水収益比率、料金回収率、給水原価、施設利用率、有収率
老朽化の状況：有形固定資産減価償却率、管路経年化率、管路更新率

組み合わせ例：経常収支比率＋有形固定資産減価償却率＋管路経年化率＋管路更新率、経常収支比率＋累積欠損金比率、
経常収支比率＋料金回収率、施設利用率＋有収率、管路経年比率＋管路更新率

水 道

経営の健全性・効率性：企業債残高対給水収益比率、料金回収率、給水原価
老朽化の状況：施設利用率、有形固定資産減価償却率、管路経年化率、管路更新率、契約率

組み合わせ例：経常収支比率＋有形固定資産減価償却率＋管路経年化率＋管路更新率、経常収支比率＋累積欠損金比率
経常収支比率＋料金回収率、施設利用率＋契約率、管路経年化率＋管路更新率

工業用水道

経営の健全性：企業債残高対料金収入比率、利用者１回当たり他会計負担額、利用者１回当たり運行経費、他会計負担比率、有形固定資産減価償却率
経営の効率性：走行キロ当たりの収入、走行キロ当たりの運送原価、走行キロ当たりの人件費、乗車効率

組み合わせ例：営業収支比率＋他会計負担比率、走行キロ当たり運送原価＋走行キロ当たり人件費

交 通

経営の状況：営業収支比率、供給原価、ＥＢＩＴＤＡ（減価償却前営業利益）
経営のリスク：設備利用率、修繕費比率、企業債残高対料金収入比率、有形固定資産減価償却率、ＦＩＴ収入割合

組み合わせ例：設備利用率＋修繕費比率、企業債残高対料金収入比率＋有形固定資産減価償却率

電 気

経営の健全性・効率性：医業収支比率、病床利用率、入院患者１人１日当たり収益、外来患者１人１日当たり収益、
職員給与費対医業収益比率、材料費対医業収益比率

老朽化の状況：有形固定資産減価償却率、器械備品減価償却費率、１床当たり有形固定資産

組み合わせ例：経常収支比率＋累積欠損金比率、経常収支比率＋医業収支比率、医業収支比率＋病床利用率＋職員給与費対医業収益比率
入院患者１人１日当たり収益＋外来患者１人１日当たり収益＋材料費対医業収益比率、経常収支比率＋有形固定資産減価償却率

病 院

（参考） 経営比較分析表における指標
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（参考） 経営比較分析表における指標

グラフ凡例
当該団体値（当該値）

類似団体平均値（平均値）

平成29年度全国平均

※　平成25年度における各指標の類似団体平均値は、当時の事業数を基に算出していますが、管路経年化率及び管路更新率については、平成26年度の事業数を基に類似団体平均値を算出しています。

全体総括

　H29は、簡水統合により悪化した指標もあるが、
概ね健全な経営を維持できた。
　当市は、H25に上水道と下水道を組織統合し、そ
れぞれに経営戦略を策定していたが、両事業とも
にこれまでの取組みにより事業の基盤が整ったこ
とから「上下水道事業の効果的な連動による健全
な水循環の実現と地域防災力の向上」を主旨とす
る「第1次上下水道事業経営計画」を策定した。
　計画の目標である経営基盤の強化、上下水道資
産の維持運用、お客様サービスの向上の実現に向
けて、事業や施策に取り組んでいくこととしてい
る。また、毎年度PDCAサイクルによる進行管理を
行い、計画の見直しや修正補強を行うことで、計
画の目標を着実に達成していく。

「施設全体の減価償却の状況」 「管路の経年化の状況」 「管路の更新投資の実施状況」

2. 老朽化の状況について

経営戦略に基づき、計画的に更新していく

・有形固定資産減価償却率は、簡水の資産を減価
償却累計額が０で統合したため、見た目上改善し
ているが、実質は51%である。
・管路経年化率は、配管図の電子化に合わせて管
路情報を整理した結果、経年管の割合が上昇し
た。

・施設・機器は、適正に点検や修繕を行い長寿命
化を図る。管路は鋳鉄管の平均使用限界年数を75
年、それ以外は40年としているが、今後塩ビ管の
使用限界年数を設定していくこととしている。
・水源から配水本管までの管路や災害時の拠点施
設への配管を計画的に更新・耐震化していくこと
としている。併せて、漏水の多い管路について
も、状況に応じて計画的に更新していく。

「料金水準の適切性」 「費用の効率性」 「施設の効率性」 「供給した配水量の効率性」

2. 老朽化の状況

分析欄

1. 経営の健全性・効率性 1. 経営の健全性・効率性について

簡易水道統合により指標は悪化したが、概ね
健全経営を維持

・当市は元々水源に恵まれず、県受水に依存して
いることや平地が少ないなどの地形的制約から給
水原価が平均より高かった。H29に簡易水道を統合
したことにより料金回収率が100％を割り込んだ
が、高料金対策繰出金等により経常収支は黒字と
なっている。(①、⑤、⑥)

・施設利用率は、簡水統合に合わせて小規模水源
を廃止したことにより改善した。有収率は平均よ
り高い値となっているが、旧簡水区域が低いため
漏水調査等により有収率の向上対策に努めること
としている。(⑦、⑧)

・企業債残高対給水収益比率は、簡水統合により
企業債残高が大幅に増加したため、平均を130pt近
く上回った。
・今後計画している管路耐震化事業や老朽施設の
更新の財源には既存の内部留保資金や利益を充当
することとし、H39には給水人口一人当たりの企業
債残高を全国平均並みとすることを目指して、過
度に企業債に頼ることなく事業を実施していく。

「経常損益」 「累積欠損」 「支払能力」 「債務残高」

－

- 59.61 94.21 3,531 191,214 206.58 925.62 【】

572.99 355.66 ■

資金不足比率(％) 自己資本構成比率(％) 普及率(％) 1か月20ｍ3当たり家庭料金(円) 現在給水人口(人) 給水区域面積(km
2
) 給水人口密度(人/km

2
)

法適用 水道事業 末端給水事業 A2 自治体職員 203,787

経営比較分析表（平成29年度決算）
島根県　松江市

業務名 業種名 事業名 類似団体区分 管理者の情報 人口（人） 面積(km
2
) 人口密度(人/km

2
)

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

H25 H26 H27 H28 H29

当該値 1.07 0.49 0.67 0.52 0.53

平均値 0.80 0.72 0.67 0.67 0.65

102.00

104.00

106.00

108.00

110.00

112.00

114.00

116.00

118.00

120.00

122.00

124.00

H25 H26 H27 H28 H29

当該値 118.62 115.79 120.40 121.23 110.66

平均値 108.90 114.43 114.08 115.36 113.95

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

H25 H26 H27 H28 H29

当該値 50.19 51.67 52.73 52.76 40.75

平均値 43.24 46.36 47.37 48.01 48.01

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

H25 H26 H27 H28 H29

当該値 10.67 11.18 11.60 11.05 19.53

平均値 12.21 13.57 14.27 16.17 16.60

①経常収支比率(％)

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

H25 H26 H27 H28 H29

当該値 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

平均値 3.47 0.13 0.00 0.00 0.00

0.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

700.00

H25 H26 H27 H28 H29

当該値 599.23 589.51 506.87 424.06 313.06

平均値 628.34 289.80 299.44 311.99 307.83

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

300.00

350.00

400.00

450.00

H25 H26 H27 H28 H29

当該値 253.00 251.51 237.33 227.22 420.07

平均値 297.13 301.99 298.09 291.78 295.44

90.00

95.00

100.00

105.00

110.00

115.00

120.00

H25 H26 H27 H28 H29

当該値 105.20 111.25 113.82 115.29 99.25

平均値 99.89 107.05 106.40 107.61 106.02

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

H25 H26 H27 H28 H29

当該値 198.96 188.32 189.02 186.41 217.44

平均値 165.34 155.09 156.29 155.69 158.60

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

H25 H26 H27 H28 H29

当該値 52.02 50.96 51.39 51.29 55.48

平均値 62.15 61.61 62.34 62.46 62.88

88.00

89.00

90.00

91.00

92.00

93.00

94.00

H25 H26 H27 H28 H29

当該値 93.43 93.07 92.57 93.41 92.48

平均値 90.64 90.23 90.15 90.62 90.13

②累積欠損金比率(％) ③流動比率(％) ④企業債残高対給水収益比率(％)

⑤料金回収率(％) ⑥給水原価(円) ⑦施設利用率(％) ⑧有収率(％)

①有形固定資産減価償却率(％) ②管路経年化率(％) ③管路更新率(％)

【113.39】 【0.85】 【264.34】 【274.27】

【89.93】【60.41】【165.71】【104.36】

【48.12】 【15.89】 【0.69】
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